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2019.4.29 

Ｕ12北信サッカーリーグ 2019 運営規定確認事項 

 

１ 試合会場 

①フィールドの大きさ 

U11・U12…68m×50mを標準  U10…60m×40mを標準 

※ラインパウダーを使用し、消石灰は使用しないこと 

②フィールドのマーク等 

ペナルティエリア縦…12ｍ ゴールエリア縦…4m センターサークル半径…7m 

   交代ゾーン…６ｍ（ハーフウェイラインから両サイドへ 3mずつ） 

③ゴール 

   5m×2.15m（少年用サッカーゴール） 

   ※杭で固定するなどの転倒防止対策をすること 

 

２ 競技者 

 ①U11・U12参加資格（県協会主催） 

  (1) 日本サッカー協会に登録された者のみが、試合における競技資格を持つ。 

(2) 試合出場に際し、日本サッカー協会発行の選手登録証を持参しなければならない。 

 ※U11・U12は、第 1節で選手登録証を確認 

    ただし、メンバー表に不明瞭な点等があった際に、確認のため提示を求める場合

がありますので、第 2節以降も必ず持参（スマホも可）をお願いします。 

②U10参加資格（U12北信サッカーリーグ主催） 

(1) サッカー初心者のU11選手の参加を可能とする。 

(2) U12女子選手の参加を可能とする。 

 ※U11・U12の選手を参加させる場合は、事前に相手チームの了解を得ること。 

③競技者の数は、8人とする（うち 1人はゴールキーパー）。 

(1) 退場選手が出た場合は、退場者の補充をする。 

  (2) 試合当日、急病などで一方のチームが 8人未満となった際、6人に満たない場合は

競技を開始しない。また、ケガなどによる退場により、ピッチ上の選手が減った場

合、6人までは試合を行うことができる。 

  (3) 一方のチームが 8人に満たない場合、両チーム合意のうえ、極力同数とする。 

   ※試合当日 8 人未満となった場合は、当日の天候等を考慮し、試合を延期すること

ができるものとする。 

④競技者の交代の手続き 

(1) 競技者の交代は、交代ゾーンから出入りする。 
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(2) フィールドプレーヤーは、ボールがインプレー中、アウトオブプレー中にかかわら

ず交代することができ、主審の承認を得る必要はない。 

(3) ゴールキーパーは、ボールがアウトオブプレーになった時に、主審の許可を得て交

代を行う。 

 

３ 競技者の用具 

①両チーム、異なる色彩のユニフォームを着用することを原則とするが、ユニフォーム

の上にビブスを着用して対応することができる。 

②眼鏡については、主審が安全であると判断したものは、着用できる。 

 

４ 審判 

 試合は、1人の主審と 2人の副審で運営されるか、1人の主審で運営される。 

 ただし、リバーフロントサッカー場での試合は、1人の主審で運営する。 

 また、審判は試合ごとに本部当番に審判証を呈示し、本部当番はその確認を行う。 

 

５ 試合時間 

 (1) U11・U12は 40分（前後半各 20分）、U10は 30分（前後半各 15分）とする。 

  ただし、天候により短縮することができる。 

  ※短縮した試合時間の目安は、U11・U12は 30分、U10は 24分とする。 

 (2) 前半と後半のインターバルは５分とする。 

 

６ 試合実施の判断 

(1) 各節の試合は、当番チームが責任を持って実施する。 

(2) 悪天候等により当番チームが試合を中止する場合は、同一会場の他の当番チームと相

談のうえ決定する。 

(3) 当番チームはWBGT計を用意し、試合開始直前に計測し『WBGT＝31℃以上』の場

合は試合を中止する。また、『WBGT＝28℃以上』の場合は、Cooling Breakまたは飲

水タイムの実施について主審と協議する。 
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～各チームへのお願い～ 

①通路・駐車場での徐行による安全運転について 

リバーフロントや犀川第二グラウンドには防球ネットが無いため、通路や駐車場にサッ

カーボールが転がり出る場面もあり、子どもたちの飛び出しによる事故が心配されます。 

また、乾燥している日は、車両の通行により砂ぼこりが舞い上がり、その横で子どもた

ちが昼食をとっている場面も見受けられます。 

サッカー場及び野球場周辺の通路・駐車場を通行する際には、子どもたちの安全確保等

のため徐行していただきますようお願いします。 

なお、須坂市福島グラウンドについても、グラウンド脇の通路を通行する際には「時速

15㎞以下で走行」することを管理者より求められております。 

 

②喫煙場所について 

 添付資料のとおり、リバーフロントは、サッカー場のみならず、通路・駐車場を含め「全

面禁煙」となりました。喫煙する際は、クラブハウス正面入口左側に設けられている喫煙

所を利用して下さい。 

 また、その他のサッカー場についても、子どもたちの受動喫煙防止のため、喫煙する際

は十分な配慮をお願いします。 

 

③駐車場の利用について 

リバーフロントサッカー場内に設けられた駐車場の利用については、北信リーグでは各

チームのスタッフと用具運搬車両のみ駐車可能としておりますので、チーム内で確認をお

願いします。 

 

④芝生保護のお願い 

 天然芝を保護するため、リバーフロントでは使用時間（4月～11月 300分以内）や飲み

物（水のみ）の制限があります。 

 リバーフロントを使用する際は、ハーフタイムのピッチ内練習が行えないほか、芝が刈

り込んである部分での練習についても控えていただくようお願いします。 

また、芝が刈り込んである部分における保護者の観戦、写真撮影についても控えていた

だくよう、チーム内にて確認をお願いします。 


